
（平成２１年1月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



兵庫国民年金 事案 825 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年３月及び 42 年 10 月から 44 年９月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住 所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： ① 昭和 37 年６月から 40 年３月まで 

            ② 昭和 41 年２月及び同年３月 

            ③ 昭和 42 年 10 月から 44 年９月まで 

            ④ 昭和 45 年７月から 48 年 10 月まで 

    申立期間①及び②については、Ａ市に住んでいた昭和 37 年６月から 41

年 11 月まで、母親が私の国民年金保険料を納付していて、私は、集金人が

毎月、又は２、３か月に一度自宅を訪れて通帳のようなカードに押印してい

たことを覚えている。その後、母親は、私が結婚した時に、保険料を続けて

納めるようにと言って、古い年金手帳を渡してくれた。 

    申立期間③及び④については、結婚後、姑と同居していて外出もままなら

ず、精神的にもゆとりが無かった時期ではあるが、夫から、時々、保険料を

振り込んだという電話があったことを記憶しており、その中で特に、時期は

不明だが、30 か月分の保険料を銀行振替で２、３回に分けて納付したと言

われたことをよく覚えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ市の国民年金被保険者名簿及び社会保険事務所の記録では、申立人の国

民年金被保険者資格取得日は昭和 41 年３月１日となっており、国民年金手

帳記号番号は同年４月ごろに払い出されているものと考えられる。 

２ 申立期間①（昭和 37 年６月から 40 年３月まで）については、昭和 41 年

３月又は４月の時点では、その一部が時効により国民年金保険料を過年度納

付できない期間であり、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことや特例納付をしたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  また、申立人は、母親が申立人の国民年金加入手続を行うとともに、申立

人が結婚する前までの国民年金保険料を納付していたとしており、申立人自



身はこれらに関与していないため、当該期間に係る国民年金の加入状況及び

納付状況が不明である上、申立人と同居していた兄も、当該期間中、厚生年

金保険に加入するまでの昭和 37 年７月以前は国民年金保険料が未納となっ

ている。 

３ 申立期間②（昭和 41 年２月及び同年３月）については、当時、集金人が

国民年金保険料を集金して被保険者の仮領収書に受領印を押していたとす

るＡ市の記録と、当時の集金人への納付状況についての申立人の記憶が一致

しており、申立人は同年３月１日に国民年金被保険者の資格を取得している

ため、同年３月の保険料については現年度納付していたものと推認できる。

しかし、同年２月の保険料については、同月が、申立人が事業所を退職した

ことにより厚生年金保険の被保険者資格を喪失した月であり、申立人の申告

により国民年金については記録上未加入扱いとなっているため、納付してい

たとはみなし難い。 

４ 申立期間③（昭和 42 年 10 月から 44 年９月まで）については、申立人は、

当時、夫が 30 か月分の国民年金保険料を銀行振替で２、３回に分けて納付

したと話していたことを鮮明に記憶しており、申立期間の 24 か月とその後

の納付済期間（44 年 10 月から 45 年６月まで）の９か月（このうち 44 年 10

月から45年３月までの６か月分については平成19年８月に記録訂正されて

いる。）を合わせると 33 か月になり、申立人の記憶とほぼ一致することから、

当時保険料を納付していた期間の一部である当該申立期間の納付記録が欠

落していたものと推認できる。 

５ 申立期間④（昭和 45 年７月から 48 年 10 月まで）については、申立人は、

一時期、Ｂ市内で転居したとしており、Ｂ市の収滞納一覧表によると、申立

人が 45 年７月から 48 年 10 月まで同市内に不在であるとの処理がなされて

いることが確認できる。このため、同市から申立人に対して国民年金保険料

の納付書が発行されず、申立人は申立期間④の保険料を納付できなかったも

のと考えられる。 

６ その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和41年３月及び42年10月から44年９月までの国民年金保険料を納付し

ていたものと認められる。 



兵庫国民年金 事案 826 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年１月から 45 年３月までの期間、46

年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年２月から 40 年 10 月まで 

             ② 昭和 41 年４月から 43 年３月まで 

             ③ 昭和 44 年１月から 45 年３月まで 

             ④ 昭和 46 年 10 月及び同年 11 月 

             ⑤ 昭和 63 年２月から平成元年 11 月まで 

    私は、昭和 37 年２月、自ら自営業を営むため会社を退職した。厚生年金

保険に加入できなくなったため、国民年金に加入することは当然であると認

識していたので、加入手続を行い、当時、同居していた母親が私に代わって

国民年金保険料を集金人に払ってくれていた。 

昭和 44 年 10 月に結婚し、住所もＡ市からＢ市に移り、国民年金保険料の

納付は私の妻の役目になり、妻が留守にすることが多かったこともあって、

46 年 11 月ごろにそれまでの未納期間の保険料をまとめて、１万 7,000 円か

ら１万 8,000 円程度の金額を集金人に納付した。 

昭和 63 年２月からは、私が経営していた会社を都合により休業したため、

厚生年金保険の被保険者資格を喪失する手続を行い、その後の、会社を再開

するまでの期間については、Ｃ市から送られてきた納付書で取引のあった金

融機関の職員に納付書と国民年金保険料を預けていた。 

    60 歳になった平成９年になって、私の年金記録が統合された際に記録を

見せられたところ、国民年金に未納期間があることや、厚生年金保険の加入

中についても国民年金保険料を納付していたことが分かった。私の年金記録

はどうなっていたのかを調べてほしい。このままだと納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③及び④については、申立人の妻が、昭和 46 年 11 月ごろに国民年

金保険料をまとめて集金人に納付したとしているところ、Ｂ市において国庫金



を収納する際に使用される納付書及び領収書を取り扱っていた例が確認でき、

過年度納付及び現年度納付により納付が可能な期間であるとともに、43 年４

月から同年 12 月までの期間及び 45 年４月から 46 年９月までの期間の保険料

については納付済みとなっており、当該期間の保険料を納付したとするのが自

然である。 

一方、申立期間①、②及び⑤については、申立人及びその母親が当該期間に

係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無い上、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

また、申立期間①及び②については、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和

43 年５月に払い出されていることが確認でき、このころに国民年金の加入手

続が行われたものと推認されるが、申立期間の一部は時効により納付できない

期間となる上、申立人には当該期間については過年度納付を行った記憶も無く、

これより以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情も見当たらず、また、国民年金保険料を集金人に納付していたとしてい

る申立人の母親も既に他界しており、具体的な国民年金の加入手続や国民年金

保険料の納付状況についても不明である。 

さらに、申立期間⑤については、申立人が納付に使用したとする納付書の様

式は、当時、Ｃ市で使用していた様式と異なる上、社会保険庁のオンライン記

録によると、当該期間は、平成９年３月に未納期間である旨の追加入力処理が

なされる以前は未加入期間であったことから、納付書も発行されなかったもの

と推認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 44 年１月から 45 年３月までの期間、46 年 10 月及び同年 11 月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められる。 



兵庫国民年金 事案 827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年８月から 63 年３月までの期間及び 63 年６月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年８月から 63 年３月まで 

② 昭和 63 年６月から同年９月まで 

私は、勤務していた会社が倒産した昭和 61 年８月ごろ、市役所の委託を

受けたと思われる男性職員を通じ、自宅で夫婦揃
そろ

って国民年金の加入手続を

行い、その後の保険料については、毎月 25 日ごろに来るＡ市の担当者に国

民健康保険料及び区費等と一緒に納付していたと記憶しており、申立期間が

夫婦共に未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、勤務先が倒産した昭和 61 年８月ごろ、夫婦揃
そろ

って国民年金の加

入手続を行ったとしているところ、社会保険庁の記録によると、申立人の妻は、

同年８月27日から同年９月26日までの間に加入手続を行ったことが確認でき

る上、申立人の国民年金手帳に記載されている国民年金手帳記号番号は、何ら

かの事情により訂正されているものの、当初、妻と連番であったことが確認で

きることから、申立人が主張する時期に、夫婦揃
そろ

って国民年金の加入手続が行

われていたものと推認できる。 

また、Ａ市の元会計担当者の証言によると、申立期間当時、国民年金保険料

の集金は、多少の遅れはあるものの、当番者が責任を持って集金に当たってお

り、各地区の集計段階において未納があったとの記憶は無いとしている。 

さらに、市役所の国民年金被保険者名簿を見ると、夫婦共に申立期間に係る

収納記録が修正液によって訂正された跡が確認でき、行政による不適切な事務

処理が行われた可能性が否定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



兵庫国民年金 事案 828 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年８月から 63 年３月までの期間及び 63 年６月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年８月から 63 年３月まで 

② 昭和 63 年６月から同年９月まで 

私は、夫が勤務していた会社が倒産した昭和 61 年８月ごろ、市役所の委

託を受けたと思われる男性職員を通じ、自宅で夫婦揃
そろ

って国民年金の加入手

続を行い、その後の保険料については、毎月 25 日ごろに来るＡ市の担当者

に国民健康保険料及び区費等と一緒に納付していたと記憶しており、申立期

間が夫婦共に未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫の勤務先が倒産した昭和 61 年８月ごろ、夫婦揃
そろ

って国民年金

の加入手続を行ったとしているところ、社会保険庁の記録によると、申立人が、

同年８月27日から同年９月26日までの間に加入手続を行っていたことが確認

できる上、夫の国民年金手帳に記載されている国民年金手帳記号番号は、何ら

かの事情により訂正されているものの、当初、夫婦連番であったことが確認で

きることから、申立人が主張する時期に、夫婦揃
そろ

って国民年金の加入手続が行

われていたものと推認できる。 

また、Ａ市の元会計担当者の証言によると、申立期間当時、国民年金保険料

の集金は、多少の遅れはあるものの、当番者が責任を持って集金に当たってお

り、各地区の集計段階において未納があったとの記憶は無いとしている。 

さらに、市役所の国民年金被保険者名簿を見ると、夫婦共に申立期間に係る

収納記録が修正液によって訂正された跡が確認でき、行政による不適切な事務

処理が行われた可能性が否定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



兵庫国民年金 事案 829 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年１月から同年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から同年 11 月まで 

私の妻は、年金に詳しかった妻の母から、老後のことを考えて国民年金保

険料は途切れないように納めておきなさいと教えられ、その教えに従って手

続や保険料の納付を滞りなく行ってきており、私の国民年金についても、忙

しい私に代わって、妻が市役所で手続及び保険料の納付を行ってきたので、

私が申立期間について未加入となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る自身の国民年金の手続及び保険料の納付に関与し

ていないとしているが、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人

の妻は、母から「年金は途切れないように保険料を納付しておきなさい。」と

教えられていたとしており、結婚後は自身の国民年金保険料をすべて納付して

いる上、住所変更などの手続も適正に行っていることが確認できることから、

申立人の妻は、国民年金への加入意識及び保険料の納付意識が高かったことが

うかがえ、その主張の信憑
ぴょう

性は高い。 

また、申立人の妻は、申立人の国民年金の加入手続を、昭和 51 年２月ごろ

市役所で行ったとしているところ、申立人の妻の所持する自身の国民年金保険

料の領収書から、申立期間中に少なくとも２回は市役所へ赴き、自身の保険料

を納付しており、遅くとも同年４月までに申立人の国民年金加入手続を申立人

の妻が行っていたと推認することができる。 

さらに、申立人の妻は、「自分の保険料のみ納付して、夫の保険料を未納と

することは無かったはずだ。」としており、納付意識の高い妻が、自身の国民

年金保険料のみを納付し、申立人の保険料を未納とすることは考えにくい上、

申立期間当時、申立人は、約 25 万円の収入があったとしており、国民年金保



険料を支払う上で、経済的な問題も無かったことがうかがえることからも、申

立期間の保険料を納付していたと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



兵庫国民年金 事案 830 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年１月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年１月から平成元年３月まで 

    妻から国民年金の加入手続をして納付するように言われていたが、実行に

移さなかったため、妻自らが私の国民年金加入手続を市役所で行い、国民年

金保険料の納付を開始した。その後、平成 19 年に記録照会したところ、元

年４月から納付となっているが、平成に入ってからということはなく、遅く

ても昭和 63 年には加入手続して国民年金保険料を納付していたはずであり

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する昭和 63 年分及び平成元年分の確定申告書(控)によれば、

社会保険料控除の欄に納付した国民年金保険料に相当する金額が記載されて

おり、その記載事項にも特段の不自然さはみられない上、申立人は申立期間当

時から自営業者として働いており、確定申告書に記載された収入状況等からみ

ても、国民年金保険料の納付に関して経済的問題は無かったことがうかがえる。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人に国民年金の加入及び保険料納付

を勧めた申立人の妻は、国民年金加入期間に未納が無いことが確認でき、国民

年金保険料に対する納付意識の高さがうかがえることから、申立期間以降の保

険料を夫婦そろって納付していたと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



兵庫国民年金 事案 831 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 10 月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 10 月から 37 年３月まで 

申立期間当時、私はＡ市で妻と共に店を営んでいた。国民年金制度が開始

された時から集金人が店を訪れて、毎回、その場で国民年金保険料を納付し

ていた。一度も納付が遅れたことは無い。未納期間があることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料

をすべて納付している。 

また、申立人夫婦は、店を訪問する集金人に国民年金保険料を納付していた

と主張しているところ、Ａ市では、申立期間当時、各戸を訪問する集金人によ

り国民年金保険料を収納していたとしており、申立人夫婦の主張に不自然さは

みられない。 

さらに、申立期間及びその前後の期間において、申立人夫婦の生活状況に大

きな変化は認められず、申立期間の前後の期間について国民年金保険料が納付

済みとされているのに、申立期間の６か月のみが未納とされているのは不自然

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



兵庫国民年金 事案 832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 10 月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 10 月から 37 年３月まで 

申立期間当時、私はＡ市で夫と共に店を営んでいた。国民年金制度が開始

された時から集金人が店を訪れて、毎回、その場で国民年金保険料を納付し

ていた。一度も納付が遅れたことは無い。未納期間があることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料

をすべて納付している。 

また、申立人夫婦は、店を訪問する集金人に国民年金保険料を納付していた

と主張しているところ、Ａ市では、申立期間当時、各戸を訪問する集金人によ

り国民年金保険料を収納していたとしており、申立人夫婦の主張に不自然さは

みられない。 

さらに、申立期間及びその前後の期間において、申立人夫婦の生活状況に大

きな変化は認められず、申立期間の前後の期間について国民年金保険料が納付

済みとされているのに、申立期間の６か月のみが未納とされているのは不自然

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



兵庫厚生年金 事案 347 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月 21 日から 47 年４月 25 日まで

の期間について厚生年金保険被保険者であったことが認められ、Ａ社における

資格喪失日は昭和 47 年４月 26 日であると認められることから、厚生年金保険

被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの標準報酬月額については、５万 

  2,000 円とすることが妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月 21 日から 47 年７月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社における資格喪失日が昭和 46 年 10 月 21 日

となっている。実際は 47 年６月末に退職しているので、申立期間について

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、元事業主及び元同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ

社で申立期間に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は昭和 47 年４月 26 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できる。 

しかしながら、申立人及び元同僚３人の被保険者原票を見ると、申立人を含

む四人の資格喪失日は昭和 46 年 10 月 21 日と記載されているものの、元同僚

一人については、同日付に抹消線が引かれ、同社の全喪日である 47 年４月 26

日に訂正されている。 

また、申立人及び元同僚の資格喪失に係る処理の進達日が昭和 47 年 12 月

20 日であることが確認できるが、他の被保険者の資格喪失に係る処理の進達

日は、ほぼ１か月から２か月後であることから、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった旨の処理及び当該喪失処理は同年12月20日ごろに遡及
そきゅう

して

行われたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 46 年 10 月 21 日に被



保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る

記録は有効なものと認められないことから、申立人の資格喪失日は、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった日である47年４月26日と認められる。 

また、標準報酬月額については、社会保険事務所の管理する申立人の被保険

者原票の記録から、昭和 46 年 10 月から 47 年３月までを５万 2,000 円とする

ことが妥当である。 

申立期間のうち、昭和 47 年４月 26 日から同年７月１日までの期間について

は、社会保険事務所の記録により、Ａ社が同年４月 26 日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっていることが確認できる上、元事業主及び元同僚二人の

「当時、Ａ社には、申立人と元同僚一人しか勤務していなかった」旨の証言か

ら判断すると、同社は当時の厚生年金保険法における適用事業所の要件を満た

していないと認められることから、当該期間については、申立人は厚生年金保

険の被保険者であると認めることはできない。 



兵庫厚生年金 事案 348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録

を昭和 35 年８月 29 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否か明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年８月 29 日から同年９月７日まで 

同一会社内での転勤であり、空白期間が発生するのは考えにくい。異動発

令日が資格喪失日及び資格取得日であり、日付が異なるのは考えられないの

で、Ａ社Ｂ支店での資格取得日が相違していると思われる。調査をお願いす

る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社の人事記録及び雇用保険被保険者記録から判断すると、申立人が同社に

昭和 30 年４月から申立期間以後においても継続して勤務し（35 年８月 29 日

に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店における資格取得時

の記録から１万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したと主張しているが、これを確認できる関連資料、周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いため、行っ

たとは認められない。



兵庫厚生年金 事案 349                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年９月１日から 35 年６月 25 日まで 

             ② 昭和 35 年７月８日から 37 年７月 14 日まで 

    私は、若いころから将来厚生年金保険を受給するつもりでいたので、脱退

手当金は請求しなかった。記録では脱退手当金を受給したことになっている

が、私は手続もしていないし、受け取った覚えも無いので記録は間違いでは

ないか。Ａ社を退職して３年後に支給されたことになっているが、誤りであ

り修正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約３年１か月後の昭和 40 年８月６日に支給決定されたこととなっており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は、脱退手当金が支給決定されたこととなっている時期には、

既に国民年金に加入し国民年金保険料を納付していることから、将来厚生年金

保険を受給するつもりでいたとする申立人の申立内容は信用でき、脱退手当金

を受給する意思を有していたとは考えられない。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、支給決定日以前で申立

期間の後の被保険者期間については、同一の被保険者記号番号で管理されてい

たにもかかわらず、その計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、

申立人が支給決定日により近い被保険者期間を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



兵庫厚生年金 事案 350 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における資格喪失日に係る記録を平成

11 年 11 月１日に訂正し、同年 10 月の標準報酬月額を 59 万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

    会社側のミスにより、厚生年金保険の加入期間が１か月少なく記録されて

いる。会社が誤りを認める文書を提出しているので、それに基づき、第三者

委員会でのあっせんをお願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、給与明細書、事業主から提出があった厚生年金保険及び健

康保険の届出関係書類並びに事業主の回答により、申立人は、Ａ社に継続して

勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る社会保険事務所の記

録から、59 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立人の退職に伴う資格喪失届が適切ではなく、申

立期間の保険料も納付していないとしており、申立人に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が平成11年10月１日となってい

ることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、同年 10 月分の保険料について、納入の告知を行っておらず（その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



兵庫国民年金 事案 833 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 50 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 50 年 11 月まで 

私は、昭和 50 年 12 月ごろ、義父から、今月末までなら特例納付制度によ

り国民年金保険料をさかのぼって納付することができるから納付するよう

にと言われ、30 万円を受け取った。 

そこで私は、すぐにＡ市役所で国民年金の加入手続を行って国民年金手帳

を交付され、30 万円を一括して納付し、領収書を受け取った。領収書は国

民年金手帳に貼付
ちょうふ

していたが、昭和 57 年にＢ市に転居した際に同手帳と一

緒に紛失してしまった。その後、手帳は再発行してもらった。 

30 万円を納付した際にはおつりをもらわなかったので、さかのぼって納

付した期間に加え、その時に将来の国民年金保険料も前納したものだと思っ

ていたが、納付した記録になっていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、申立期間のうち昭和 36 年４月から 44 年６月ま

での期間については、申立人が脱退手当金を受給した厚生年金保険被保険者期

間であり、また、44 年７月から 50 年 11 月までの期間については、夫が厚生

年金保険被保険者であることから申立人は国民年金の任意加入期間となるた

め、申立期間のすべてについて、制度上、国民年金保険料を特例納付すること

はできない。 

また、申立人は、Ａ市役所の窓口で 30 万円を一括して納付したとしている

が、加入手続を行った昭和 50 年 12 月時点において、現年度納付、過年度納付

及び特例納付の対象となる全期間の国民年金保険料を仮に一括納付したとし

ても、その場合の保険料額は 159,750 円となり、申立人の主張とはかけ離れて

おり、加えて市役所側が残額約 14 万円を前納のため預かるといった措置を執



ることも想定しえない。 

さらに、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



兵庫国民年金 事案 834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年８月から４年５月までの期間、７年４月及び７年６月から

同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年８月から４年５月まで 

             ② 平成７年４月 

             ③ 平成７年６月から同年８月まで 

私は、何度か転職しているが、会社を退職した際は、国民年金に加入しな

ければならないことを母親から教わっていたので、退職後１か月以内に市役

所か社会保険事務所で加入手続を行った。 

加入手続後は、納付書が郵送され、郵便局で国民年金保険料を納付してい

たが、申立期間が未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した時には、欠かさず国民年金の加入手続を行ってい

たとしているが、申立人が唯一所持する、昭和 61 年４月１日に厚生年金保険

被保険者資格を取得した際に発行されたオレンジ色の年金手帳を見ると、転職

の都度、同一の厚生年金手帳記号番号により、厚生年金保険の手続が行われて

いたことは確認できるものの、申立期間に係る国民年金被保険者資格を取得し

たとする記載は無い。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人は、平成 15 年１月 16 日付けで基

礎年金番号（申立人の厚生年金手帳記号番号）により国民年金被保険者資格を

取得しており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が申立人に対して払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、社会保険庁の記録において、最初の国民年金被保険者資

格取得日とされている、平成 15 年１月 16 日以降の国民年金保険料の領収書は

所持しているものの、申立期間に係る領収書については、同年 10 月の結婚の



際に廃棄したとしており、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



兵庫国民年金 事案 835 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年２月から 60 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年２月から 60 年 12 月まで 

    私の納付記録が間違って妻の記録となっている。以前は、夫婦共に未納と

なっていた期間があったのだが、市職員から特例納付ができると説明を受け、

申立期間について、子供が小さいころに一括で妻が納付したはずである。私

の記録と妻の記録を正しく直してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間は、最後の特例納付実施期間である昭和 53 年７月から 55

年６月までの期間の以降の期間であり、特例納付により国民年金保険料が納付

されることは制度上あり得ない。 

さらに、申立人は、申立人の納付記録が間違って妻の記録となっていると主

張しているが、申立人及びその妻に係る市の国民年金被保険者名簿によると、

ⅰ）口座振替の銀行口座は共に、申立人名義の銀行口座であること、ⅱ）申立

人に係る口座振替は申立期間以降の昭和 62 年４月に受け付けられていること、

ⅲ）申立人の妻に係る口座振替は申立期間以前の 57 年６月 17 日に受け付けら

れていること、ⅳ）申立人の妻に係る口座振替の解約は平成元年５月 25 日に

受け付けられていることが確認できる上、申立人名義の銀行に係る昭和 57 年

６月４日から平成４年 12 月 29 日までの取引履歴においても、昭和 57 年４月

分から一人分、62 年５月分からは二人分、平成元年５月分から一人分の保険

料が引き落とされていることが確認でき、申立人に係る申立期間の納付記録が

申立人の妻の納付記録として記録されることは考え難い。 



加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した時点において、申

立人と同様に申立人の妻の国民年金保険料も未納となっていたと主張してい

るが、申立期間について過年度納付する場合、時効により昭和 61 年４月以前

に納付する必要があるが、銀行口座の取引履歴によると、申立人の妻の保険料

は、申立人が厚生年金保険に加入していた時点の 57 年４月分から平成元年４

月まで継続して口座振替で現年度納付されており、申立期間の保険料について

申立人の妻は未納となっておらず、申立人の主張と一致しない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



兵庫厚生年金 事案 351 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 26日から 46年８月８日まで 

    年金受給手続のため社会保険事務所に赴き、厚生年金保険の被保険者記録

照会を行ったところ、Ａ社で勤務した期間の厚生年金保険加入期間が脱退手

当金支給済みになっていた。社会保険事務所に、私の脱退手当金に関する資

料が残っていたが、その資料は勤務先の事務担当者が私の意思によらず、署

名及び押印し作成したもので、私は事業所から脱退手当金受給に関する相談

を受けたことも無く、受給した記憶も無い。脱退手当金という制度も当時は

全く知らなかったので納得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管している「脱退手当金裁定請求書」により、申立期間

の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か

月後に支給決定され、申立人の退職後の住所地に近い郵便局に送金処理されて

いることが確認でき、支給額に計算上の誤りが無いなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない上、申立人は自らが所持する厚生年金保険被保険者証に

脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示がある事を認めている。 

また、社会保険事務所が保管している申立てに係る事業所の被保険者名簿に

おいて、申立人の資格喪失日の前後で退職したことが確認できる在職期間が２

年以上の女性職員 25人（申立人を含む。）のうち 11 人が脱退手当金を受給し

ており、受給者のほぼ全員が資格喪失日から５か月以内に支給決定されている

上、脱退手当金の支給決定日が申立人と同一日となっている者も確認できるこ

とから、申立人の脱退手当金については事業主による代理請求がなされたもの

と考えられる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



兵庫厚生年金 事案 352 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月から 48年３月まで 

昭和 46 年２月 10 日から同年６月 10 日までの

期間を除く。 

② 昭和 48年４月から 50年 12月まで 

昭和48年４月１日から同年５月29日までの期

間、同年５月 30日から同年７月 30日までの期

間、同年８月１日から同年８月 20 日までの期

間、同年 10月 21日から同年 12月 21日までの

期間、49 年５月１日から 50 年１月 13 日まで

の期間及び同年３月１日から同年７月５日ま

での期間を除く。 

③ 昭和 51年１月から 53年 12月まで 

昭和 51 年２月 28 日から同年３月 29 日までの

期間、同年７月５日から同年８月 26 日までの

期間、52年８月１日から同年９月 30日までの

期間、53 年１月 21 日から同年４月 27 日まで

の期間及び同年 12 月 12 日から同年 12 月 30

日までの期間を除く。 

④ 昭和 54年１月から 55年 12月まで 

昭和 55年 10月１日から同年 12月 31日までの

期間を除く。 

⑤ 昭和 56年１月から 58年８月まで 

昭和 56 年１月１日から同年１月４日までの期

間及び 57 年 10 月 20日から 58 年８月 31 日ま

での期間を除く。 



⑥ 昭和 58年９月から 60年 12月まで 

昭和 58 年９月１日から同年９月３日までの期

間及び 59 年５月 31 日から同年７月 16 日まで

の期間を除く。 

⑦ 昭和 61年１月から 63年 12月まで 

⑧ 昭和 64年１月から平成３年 12月まで 

⑨ 平成４年３月 15日から７年１月 16日まで 

（注）上記申立期間の（ ）内に記載している期間につ

いては、申立時点において被保険者記録が確認でき

ている期間である。 

 

昭和 45 年から平成７年１月までの厚生年金保険の加入期間について社会

保険事務所へ照会を依頼したところ、平成 19年 10 月 22日に回答があった

が、私は確かに上記申立期間（①Ａ社②Ｂ社③Ｃ社④Ｄ社⑤Ｅ社⑥Ｆ社⑦Ｇ

社⑧Ｈ社⑨Ｉ社）において厚生年金保険に加入していたはずである。申立て

を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ａ社に係る

申立期間のうち、昭和 46年２月 10日から同年６月 10日までについては、

申立人の厚生年金保険被保険者としての記録が確認できるものの、それ以外

の期間については、申立人の被保険者記録は見当たらない。 

また、申立人の申立期間に係るＡ社における勤務状況は明確でない上、申

立期間のうち、昭和 45 年１月及び２月は国民年金の申請免除期間となって

いることが確認できる。 

さらに、申立期間①のうち、昭和 45年１月から 46年２月９日までの期間

及び同年６月 11日から 48年３月までの期間については、申立人が事業主に

より給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関係資

料、周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ｂ社に係る

申立期間のうち、昭和 48年４月１日から同年５月 29日までについては、申

立人の厚生年金保険被保険者としての記録が確認できるものの、それ以外の

期間については当該事業所における申立人の被保険者記録は見当たらない

上、ⅰ）48 年５月 30 日から同年７月 30 日までの期間及び同年８月１日か

ら同年８月 20 日までの期間については、申立期間③に係る事業所であるＣ

社、ⅱ）同年 10月 21日から同年 12月 21日までの期間については、申立期

間⑧に係る事業所であるＨ社、ⅲ）49 年５月１日から 50 年１月 13 日まで

の期間については、申立期間④に係る事業所であるＤ社、ⅳ）50 年３月１

日から同年７月５日までの期間については、申立期間⑦に係る事業所である

Ｇ社において、申立人に係る厚生年金保険被保険者期間がそれぞれ確認でき



る。 

また、申立人については、申立期間②において、雇用保険の加入記録も確

認できず、申立人の申立期間に係るＢ社における勤務状況は明確でない。  

３ 申立期間③について、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ｃ社に係る

厚生年金保険被保険者記録は確認できない上、申立期間のうち、ⅰ）昭和

51 年２月 28 日から同年３月 29 日までについては、申立期間②に係る事業

所であるＢ社、ⅱ）同年７月５日から同年８月 26日までの期間、52年８月

１日から同年９月 30日までの期間、53年１月 21日から同年４月 27日まで

の期間及び同年 12月 12日から同年 12月 30日までの期間については、それ

ぞれＣ社以外の事業所において、申立人に係る厚生年金保険被保険者期間が

確認できる。 

また、申立期間③においては、申立人のＣ社における雇用保険の加入記録

も確認できず、申立人の同社における勤務状況は明確でない。 

４ 申立期間④及び⑤について、申立てに係る事業所であるＤ社及びＥ社の事

業主は、当該事業所で保管している申立人に係る厚生年金保険被保険者記録

は、社会保険庁の記録と一致するとしている上、すべての申立期間について、

社会保険事務所が保管している申立人に係る厚生年金保険被保険者名簿及

び同被保険者原票もオンライン記録と一致しており、不自然な点はみられな

い。 

５ 申立期間⑥について、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ｆ社に係る

申立期間のうち、昭和 59年５月 31日から同年７月 16日までについては厚

生年金保険被保険者期間は確認できるものの、それ以外の期間については、

申立人の被保険者記録は見当たらない。 

また、当該期間については、Ｆ社に係る雇用保険の加入記録も確認できず、

申立人の同社での勤務状況は明確でない上、当時の事業主も死亡しており状

況を聞くことはできない。 

さらに、申立人は昭和 59年７月 17日から国民健康保険に加入しているこ

とが確認できる。 

６ 申立期間⑦について、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ｇ社に係る

厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

また、当該期間については、Ｇ社に係る雇用保険の加入記録も確認できず、

申立人の同社での勤務状況は明確でない上、申立人が国民健康保険に加入し

ていたことが確認できる。 

７ 申立期間⑧に係る事業所であるＨ社については、社会保険庁のオンライン

記録によれば、上記３のとおり、昭和 48年 10月 21日から同年 12月 21日

までの期間について、申立人の被保険者記録が確認できるものの、申立期間

⑧においては、申立人の被保険者記録は見当たらない。 

また、当該期間については、Ｈ社に係る雇用保険の加入記録も確認できず、

申立人の同社での勤務状況は明確でない上、申立人が国民健康保険に加入し



ていたことが確認できる。 

８ 社会保険庁のオンライン記録によれば、申立期間⑨に係る事業所であるＩ

社については、申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

また、当該事業所に係る申立人の雇用保険の加入記録については、平成４

年５月 21日から７年５月 10日までの記録が確認でき、申立期間⑨とおおむ

ね一致するが、事業主は、「申立人は臨時雇用であったため、厚生年金保険

には加入させていなかった。」と証言している上、申立期間⑨に申立人が国

民健康保険に加入していたことが確認できる。 

  ９ このほか、申立人は申立期間当時の元同僚等について記憶しておらず、そ

れぞれの勤務期間についても記憶が曖昧
あいまい

10 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

である上、申立期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



兵庫厚生年金 事案 353 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 19年３月から 20年３月までの期間につい

ては、厚生年金保険（19 年９月 30 日までは労働者年金保険。以下同じ。）の

被保険者となることができない期間であったことから、厚生年金保険の被保険

者であったと認めることはできない。 

また、昭和 20年４月から同年 10月までの期間については、厚生年金保険被

保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年３月ごろから同年６月ごろまで 

             ② 昭和 19年７月ごろから同年 12月ごろまで 

             ③ 昭和 20年１月ごろから同年３月ごろまで 

             ④ 昭和 20年４月ごろから同年 10月ごろまで 

    平成 20 年２月、社会保険事務所において厚生年金被保険者加入期間の照

会をしたが、学徒挺身隊として、Ａ社（申立期間①）、Ｂ社（申立期間②）

及びＣ校内にあった実習工場（申立期間③）で働いていた期間の厚生年金保

険被保険者期間の記録が無い。 

また、学校卒業後に就職したＤ社（申立期間④）に勤務していた期間の厚

生年金保険被保険者期間の記録が無いので、記録をよく調査し、訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①、②及び③については、申立人はＣ校に在籍中であったことか

ら、勤労動員学徒であったと推認される。 

  しかし、勤労動員学徒については、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年

勅令第 1250 号）第 10 条第３号及び厚生省告示第 50 号（昭和 19 年５月 29

日）により、労働者年金保険（現厚生年金保険）の被保険者には該当しない

取扱いとされている。 



２ 申立期間④については、申立人はＣ校を卒業した昭和 20 年４月から、学

校の推薦でＤ社に就職したとしており、申立人の具体的な主張内容のほか、

申立人が同僚であったとする者が申立期間に同社における厚生年金保険被

保険者であることが確認できることから、申立人が同社で勤務していたこと

は推認されるものの、勤務状況は明確ではない。 

また、申立人が卒業した学校には、申立人の就職に係る資料は残っておら

ず、申立人がＤ社に同期として入社し、同じ部署で勤務していたとする同僚

（以下、「同僚Ｅ」という。）の同社における厚生年金保険被保険者の記録は

無い。 

さらに、申立人が、申立期間に勤務していたとするＤ社Ｅ支店の部署に勤

務していた元従業員は、「当時、私が勤務していた部署は 20人ほどであった

が、申立人及び同僚Ｅのことは覚えていない。」としている。 

このほか、申立人が申立期間④に係る厚生年金保険料を給与から控除され

ていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを推認

できる周辺事情は見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間①、②及び③については、厚生年金保険の被保険者で

あったと認めることはできず、申立期間④については、申立人が厚生年金

保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認めることはできない。 



兵庫厚生年金 事案 354 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料 

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 45年２月ごろまで 

    昭和40年４月1日にＡ事業所(又はＢ事業所あるいはＣ事業所)に入社し、

45 年２月ごろ退職しました。同事業所は県の出先機関であり、きちんとし

ているはずなので、「厚生年金の適用事業所の中に、同事業所名は無い。」

との社会保険事務所の回答はおかしいと思います。厚生年金をかけていたこ

とに間違い無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。   

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）に勤務していたと主張

しているところ、事業所名は不明であるが、申立人に係る雇用保険の記録（昭

和 40年３月１日から 45年３月 31日）が確認できることから、当該雇用保険

の期間は同事業所での勤務期間と考えられ、申立人が同事業所で勤務していた

と推認されるものの、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は

無い上、ほかに申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が上司及び同僚（故人）であったとする二人については、申立

期間において厚生年金保険の被保険者となっておらず、このうち同僚の一人に

ついては申立期間当時、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付しているこ

とが確認できる。 

さらに、申立人は、「Ｄ」と記載された健康保険証を持っていたと主張して

いるところ、上記同僚は、昭和 30年 11月から平成８年５月 31日までの期間、

Ｄ健康保険組合に加入していたことが確認できることから、申立期間当時、事



業主は、従業員を健康保険組合には加入させていたものの、厚生年金保険には

加入させておらず、厚生年金保険料を給与から控除していなかったものと推認

される。 

加えて、社会保険事務所における記録では、Ａ事業所、Ｂ事業所及びＣ事業

所が厚生年金保険の適用事業所であった記録は無い上、Ａ事業所は名称変更

（改組）し、Ｂ事業所として現存しているものの、厚生年金保険の適用事業所

ではないことが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



兵庫厚生年金 事案 355                  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 28年７月６日から 36年３月７日まで 

 私が満 60歳となった平成 10年に年金の受給手続を行った際、厚生年金の

記録が無いと言われた。調べてほしいと願い出たが、聞き入れられなかった。

年金問題が浮上し、再度調べてもらったところ、今度は一時金（脱退手当金）

として支払われていると言われた。 

 会社から嫁ぎ先や実家に何の連絡も受けておらず、また、脱退手当金とし

て支払われたとする１万 705円を受け取った記憶も全く無い。申立期間当時

の結婚生活において生活費に困っていたことはなく、年金は税金と同様に納

める義務があるが、後にもらえる貯蓄のようなものと認識していたため、年

金の解約を依頼したことも無い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和36年６月23日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに申立人に

対する脱退手当金の支給を疑わせる事情は見当たらない。 

また、社会保険庁業務センターが保管する被保険者台帳において、厚生省保

険局年金保険課（現在は、社会保険業務センター）が脱退手当金を裁定する社

会保険事務所に被保険者台帳の写しを回答した場合に押印される回答日の記

載が認められ、裁定事務が行われたことが確認できる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



兵庫厚生年金 事案 356 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年４月から同年 11月まで 

② 昭和 31年 10月から 33年５月まで 

③ 昭和 33年 12月から 35年 12月まで 

             ④ 昭和 37年５月から 39年５月まで 

⑤ 昭和 42年６月から同年 11月まで 

    申立期間①及び②について、私は、家庭の事情で１年遅れて中学校を卒業

し、担任の先生に付き添われ卒業後すぐの昭和 29 年４月１日にＡ社に就職

した。職場の２階に住み込みで働き、31 年ごろに社名の変更があったと記

憶している。就職してすぐに会社から健康保険被保険者証をもらい、病院で

受診した記憶もある。なお、29年 10月ごろまでは家庭の事情で「甲」と名

乗っていた。 

    申立期間③について、私は、昭和 33 年８月にＢ社に入社し、工場内で組

立てをしていたが、６、７か月経過したころから代理店へアフターサービス

要員として出張していた。出張期間は長いときで１か月程度、短いときで

10 日程度で、各地を回っていた。何回かＣという社員と一緒に出張したこ

とがある。その後、再度、組立ての業務をして、同社で 34年の新年を迎え、

35年 12月まで在籍していたと記憶している。 

    申立期間④について、私は、Ｄ社の社長に、「Ｅ県へ行って修行してこい。」

と言われ、社長の友人が経営していたＦ社に就職した。事務所の２階にある

６畳の部屋に私を含めて３人が住み込み、昭和 37年５月から 39年５月まで

勤務していた。なお、社会保険庁ではＧ社での記録があるが、当該事業所で

は働いていない。 

    申立期間⑤について、私は、昭和 42年６月から同年 11月までＨ社で働い

ていた。Ｈ社は、Ｉ社の協力工場としてアフターサービスの仕事をしていた。 



    私は、それぞれの事業所に勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されて

いた記憶があるので、申立期間について厚生年金の記録が無いことに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社の元同僚３人の証言から判断すると、申立人

は、昭和 29年４月からＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所におけるＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人と同時期に入社した元同僚３人の同社における厚生年金保険

の資格取得日は、申立人と同じ昭和 29年 12月１日であることが確認できる

ことから、事業主は従業員を採用後すぐに厚生年金保険に加入させていなか

ったものと推認される。 

また、申立人は、申立期間①においては「甲」姓を名乗っていたとしてい

るが、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間に「甲」及び「乙」

のいずれの名前も無い上、当該名簿の整理番号は連続しており、欠番は無く、

記録の欠落をうかがわせる事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、申立人は、在職中にＡ社の社名が変更されたとし

ており、閉鎖登記簿謄本により、同社が昭和 32年１月 10日に商号をＪ社に

変更（その後、34年５月 28日に解散）していることが確認できることから、

申立人は同社に勤務していたと推認されるものの、申立人は同社で勤務して

いた期間について明確に記憶していない。 

また、複数の元同僚は、Ａ社の従業員数は 10 人前後であったと証言して

いるものの、社会保険事務所の記録によると、同社が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった（全喪）昭和 31年 10 月 11日における厚生年金保険の

加入者数は５人である上、同日に５人（申立人を含む。）すべてが同社にお

ける厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、Ａ社が昭和 31年 10 月 11日に全喪となって以降に、申立人が給

与から厚生年金保険料を事業主により控除されていることをうかがわせる

事情は見当たらない。 

  ３ 申立期間③については、社会保険事務所におけるＢ社に係る厚生年金保険

被保険者名簿を見ると、申立人の資格喪失日は昭和 33年 12月 25 日である

ことが確認でき、申立期間③において、申立人が再度、被保険者資格を取得

したことを確認することができない上、当該名簿の整理番号に欠番は無く、

記録の欠落をうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立期間③に係る申立人の勤務実態や厚生年金保険の適用について、

元上司及び元同僚に照会したものの、これらの事実を確認できる証言を得る

ことができない。 

４ 申立期間④については、Ｆ社から提出があった労働者名簿では、申立人に



ついては、「昭和 38 年 11 月 23 日雇入れ、39 年５月 31 日退職」と記載さ

れていることが確認でき、申立期間と相違しているものの、申立人が当該事

業所で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｆ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 40 年９月１

日である上、申立人と一緒に住み込みで働いていた元同僚二人のうち、一人

は 36年 10月から（同社への入社は 32年４月１日）、他の一人は 39年４月

から（同 38 年５月１日）、同社が厚生年金保険の適用事業所となる前月で

ある 40年８月までの間、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

５ 申立期間⑤については、Ｈ社の事業主は、「当時の従業員数はアルバイト

従業員を含めて５人程度であり、厚生年金保険の適用について社会保険事務

所に相談に行ったが、法人ではないため適用事業所になれないとの説明を受

けた。このため、申立期間に係る厚生年金保険の適用事業所の届出、資格取

得の届出は行っておらず、厚生年金保険料も控除していない。」と証言して

いる。 

また、社会保険事務所における記録を見ても、Ｈ社が厚生年金保険の適用

事業所であったとする記録は無い。 

６ このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無く、

ほかに申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されていたことを推認で

きる周辺事情も見当たらない。 

７ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



兵庫厚生年金 事案 357 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年４月から同年 12月まで 

             ② 昭和 37年７月から 38年 12月 30日まで 

私の厚生年金保険の記録には、昭和 33年４月から同年 12月まで勤めたＡ

社Ｂ支店及び 37年７月ごろから 38年 12月 30日まで勤めたＣ市の工事につ

いての記録が無いが、厚生年金保険料は給与から控除されていたと思うので、

厳正な調査をお願いする。 

工事の際、私の給料がＤ社又はＥ社のどちらから支給されていたかは定か

でないが、大型の車輌の操縦に従事していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の当時の詳細な記憶から、申立人が当時、Ａ

社Ｂ支店において勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、同社が保管する厚生年金加入記録及び社会保険庁が保管する

同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿のいずれにおいても、申立人が

同社において、厚生年金保険被保険者であったとする記録は無い上、社会保険

庁が保管するＦ支店に係る厚生年金保険の記録においても、申立人に係る記録

は確認できない。 

申立期間②については、申立人の所持する写真等により、申立人が当時、工

事現場において就労していたことは確認できるものの、Ｄ社によると、ⅰ）同

社における申立人の在籍が確認できない、ⅱ）当時、社会保険の適用を受けな

い臨時的な現地採用を行っていた、ⅲ）当該工事は、１年以内の工事期間であ

ったとしており、申立人が当該工事において、約１年半もの長期に渡って就労

し、給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 



また、申立人は、Ｄ社と下請のＥ社のどちらから給与が支給されていたか定

かでないとしているところ、Ｄ社との取引情報を有するＧ社によると、現在

「Ｅ」と名の付く会社は、１社「Ｅ社」があるものの、申立期間当時のことに

ついては不明であるとしている。 

さらに、当該Ｅ社によると、申立人が同社に在籍していた記録は無いとして

いる上、同社は、主に住宅等の建物の建設を行う会社であり、土木工事に参加

していた可能性は低いとしており、申立人の主張する「Ｅ社」は確認し得ない

状況にある。 

 このほか、申立人が、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない上、申

立人の勤務期間や保険料控除についての記憶は曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできな

い。 

である。 



兵庫厚生年金 事案 358 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、昭和 40年３月 16日から 43年 11月１日までの期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 

また、申立人は、昭和 43年 11月から 44 年６月までの期間について、厚生

年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年３月 16日から 43年 11月１日まで 

             ② 昭和 43年 11月から 44年６月まで 

申立期間① 

    Ａ社を退職した理由は、海外での勤務が決定したためであり、２年間の雇

用契約終了後は日本に帰国する予定だったので、Ａ社の厚生年金保険期間を

脱退手当金を受給して清算する理由が無い。払戻しも受けていない。物証を

見せてほしい。 

 申立期間② 

Ｂ社で勤務していた期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。海外のＣ社

で勤務した２年間は年金局が年金保険対象期間として認知している。同一社

長が経営する企業であり、日本では厚生年金保険被保険者期間として認めら

れないことに不自然さを感じる。 

           

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿に

は、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生

年金保険資格喪失日から 25日後の昭和 43年 11月 26日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社は、当時代理で脱退手当金の請求をしていたと証言している上、

当時の元同僚に「会社が代理請求し、退職金と一緒に受領した。」と証言し



ている者もみられる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

２ 申立期間②については、申立人が当時のことについて詳細に記憶している

上、その後海外に渡りＣ社において勤務し、年金局が年金保険対象期間とし

て認知しているとしていることから、直前まで日本に所在するＤ社Ｅ支店に

勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、法務局においてＤ社の法人登記は確認できず、社会保険事

務所の記録によれば、同事業所が厚生年金保険の適用事業所であった記録も

確認できない。 

また、申立人は、「当該事業所は株式会社で従業員二人であった」として

いることから、同事業所が厚生年金保険の強制適用事業所ではなかった可能

性もうかがえる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 


